
（表） 

とよた学生プロジェクト 会則 
 
第一条 名称 

本会は、とよた学生プロジェクト（Toyota Gakusei Project.）と称する。 
本会の略称（愛称）は、学プロ（Gakupro.）とする。 
 

第二条 所在地 
本会の所在地は、愛知県豊田市久保町１－１－１に置く。 
 

第三条 目的 
本会は、豊田市在住および在学の学生により組織され、児童青少年の健全育成および地域・世

代間交流の斡旋や各種ボランティア・地域貢献活動など、豊田市の「まちづくり」に関する活

動を企画・実施し、より豊かで住みよい豊田市にすることを目標として、地域社会の発展・活

性化に寄与し、地域住民および学生同士の交流を深めることを目的とする。 
 

第四条 活動の分野 
本会は、会の目的を達成するため、特定非営利活動推進法の「３．まちづくりの推進を図る活

動」および「１１．子供の健全育成を図る活動」の分野に該当する活動を主に行なう。 
 

第五条 実施する事業 
第三条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 
① 地域および公園等での子供たちとの交流、遊びの継承や提案、イベント企画 
② 世代間交流や地域および公園の活性化のためのイベント企画・運営 
③ 各種イベントや地域のお祭りでの駄菓子屋さんおよび縁日ゲーム等の出店・協力 
④ 他団体・地域・行政・企業からの要請によるボランティア協力 
⑤ 公園整備・清掃活動・まちづくり活動 
⑥ 学生同士の交流の親睦活動 
⑦ 広報誌の発行およびホームページ等による情報発信 
⑧ その他、上記に付随する一切の事業 

 
第六条 活動範囲 

本会の活動範囲は、豊田市およびその近郊とする。 
 

第七条 会員の種類 
本会の会員の種類は次の２種類とする。 
① 一般メンバー：本会の目的に賛同して入会した者 
② ＯＢメンバー：卒業などにより現役から退きアドバイザー等、補助的に活動する会員 

 
第八条 入会条件と入会及び退会 

本会への入会の条件は、原則として豊田市および近郊の大学・専門学校等に在学・在住する学

生であることを条件とし、年齢や学校の種類は問わないものとする。入会および退会を希望す

る者は、代表にその旨を申し出、所定の手続きを行うものとする。 
 

第九条 会費 
この会の会費は一切無料とし、徴収を行わない。ただし、ボランティア保険料・団体Ｔシャツ

等の購入および活動における駐車場代金・飲食費などは、本人による実費負担とする。 
 



（裏） 
第一〇条 事業年度 

本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、毎年３月末日に終わる。 
 

第一一条 役員 
本会に次の役員を置く。 
① 代表  １名 
② 副代表  １名 
③ 会計  １名 

 
第一二条 役員の任期 

原則として役員の任期は１年とし、再任は妨げないものとする。 
適任者がいない場合、会計・広報など、他役職との兼任も妨げないものとする。 

 
第一三条 運営 

本会の運営は、次のとおりとする。 
① 定例会は、原則として毎月第２水曜日および第４金曜日の 19時から 22時に行なう。 
② 原則として毎年１回、総括合宿において総会を行なう。 
③ 必要に応じて会員を招集し会議を行なう。 

 
第一四条 定例会 

定例会は、次の事項を審議決定する 
① 事業計画 
② 実施した事業の報告・反省・評価 
③ 連絡事項・情報の伝達および共有 
④ その他、必要とされること 

 
第一五条 総会 

総会は、次の事項を審議決定する。 
① 本年度の事業報告および反省・評価 
② 次年度の事業計画 
③ 決算および予算の監査・承認 
④ 役員の選任および引継ぎ 
⑤ その他、必要とされること 

 
第一六条 運営費 

本会の運営費は、事業収入、補助金、寄付金等により支弁する。 
 

第一七条 会計年度 
本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、毎年３月末日に終わる。 
 

第一八条 施行細則 
この会則のほか、本会の運営に関し必要とする事項は別に定める。 
 

付 則 
 この会則は、平成１９年４月１日から施行する。 
 この会則は、条文を一部改定し、平成２３年１２月１日より施行する。 
 

以 上 


